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   ※ 臨時休業期間における情勢の変動等により、休業期間を延長する場合があります。 

 

 

 

１～４年生及び個別支援学級（全学年）の児童のうち、保護者の就業、その他家庭での対応が困難な場

合について、「緊急受入れ」を実施します。あくまで緊急の対応であり、通常の学校教育活動とは異なる

ものであることをご理解の上、登校させてください。 

 

４月 ８日（水）～10日（金） ８:50 ～ 12:00（１～４年生） 

４月 13日（月）～20日（月） ８:50 ～ 13:00（１年生） 

８:50 ～ 14:30（２～４年） 

〇1年生は、原則として保護者等の送迎をお願いします。 

〇学習に必要なものと、健康観察票を持たせてください。 

〇13日からは、昼食を持たせてください。 
 
 

 

 

４月９日（木）と４月 14日（火） 

         ９：00～９：50 １年生と２年生 

         10：00～10：50 ３年生と４年生 

         11：00～11：50 ５年生と６年生 

〇緊急受入れで登校している児童も対象になります。 

〇汗を拭くためのハンカチやタオルと飲み物、健康観察票を持たせてください。 

 

 

 

 

４月 16日（木）  

         ８：30～10：00 １年生と６年生 

         10：30～12：00 ２年生と５年生 

         13：00～14：30 ３年生と４年生 

〇児童の様子を確かめ、学習や家庭での過ごし方などについて説明します。登校しない場合でも欠席

にはなりませんが、学校へご連絡ください。 

〇登下校の安全には十分ご注意ください。 

〇４月 21日（火）以降のことは４月 13日（月）を目途にお知らせします。 

〇持ち物 ： ランドセル 連絡帳 健康観察票 筆記用具 上履き マスク 

 

   ４月８日（水）から４月 20日（月）まで 

 

臨時休業期間 

緊急受入れ 

校庭開放 

登校日 


